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認定すまい・る債の特長①１

����年４月から、地方公共団体が定める基準を満たすマンションに対し、
地方公共団体が認定する「管理計画認定制度」が始まりました。
認定すまい・る債は、管理計画認定を受けたマンションの管理組合さま

がマンションすまい・る債を購入する場合に、利率を上乗せする債券です。

認定すまい・る債とは？

認定すまい・る債に応募するマンション管理組合の要件

管理規約が定められていること

長期修繕計画の計画期間が��年以上であること

反社会的勢力と関係がないこと
（反社会的勢力と関係があるマンション管理組合はマンションすまい・る
債を利用できません。）

「��年以上」という期間は、長期修繕計画を作成した時点からの期間で、応募を行
う時点からの期間ではありません。応募日現在、計画期間内であることを確認してく
ださい。

要件１

要件２

要件３

機構融資を利用し、共用部分の修繕工事を行うことを予定して
いるマンション管理組合であること
（結果的に、機構融資を受けずに共用部分の修繕工事を行うこ
とになっても違約金などは発生しません。）

要件４

管理計画認定を受けていること要件５
応募時点で「マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成��年法律第���

号）」に定める管理計画を作成し、都道府県等の長の認定を受けていることが必要で
す。応募日現在、有効な「認定通知書（写）」をご提出いただく必要があります。

認定すまい・る債
特有の要件

総会の決議をマンションすまい・る債の応募要件とはしていません。ただし、修繕積立金の運
用方法が管理規約で総会決定事項とされている場合がありますので、管理規約をご確認の上、ご
判断ください。

ご
注
意

！

認定すまい・る債の特長②１

必要書類

必要書類 提出時期 備考

新規
応募 認定通知書（写）

応募時
（４月から 月中旬ま
で）
※他の応募書類と併せ
て提出

地方公共団体が発行し、公印のあ
る認定通知書（写）が必要となり
ます。なお、認定通知書の発行に
は時間を要する場合があります。
詳細は地方公共団体にお問合せく
ださい。

継続
購入

認定状況に関する
申出書

継続購入年度の
４月から 月中旬まで

認定すまい・る債の継続購入の際
には、継続購入の都度、購入年度
の４月１日時点で認定を受けてい
ることを確認させていただきます。
機構から４月に送付する「認定状
況に関する申出書」を 月中旬
までにご返送ください。

ご
注
意

︕

●通常のマンションすまい・る債と認定すまい・る債を同時に応募するこ
とはできません。
●管理計画認定マンションの認定を受けた場合でも、既に購入している通
常のマンションすまい・る債の利率は上乗せされません。認定すまい・
る債の購入をご希望の場合は、新規の応募手続が必要となります。
●認定すまい・る債の購入後に、認定が取り消されたり、認定の有効期間
が満了した場合でも、既に購入した認定すまい・る債の利率は変更され
ません。
●管理計画認定制度の利用には、マンションの所在地の地方公共団体がマ
ンション管理適正化推進計画を作成している必要があります。詳しくは
「３ 管理計画認定について」をご参照ください。

認定すまい・る債をご利用の場合、通常のマンションすまい・る債の必要書
類（２章及び３章参照）に加えて、次の書類が必要となります。
また、認定すまい・る債の継続購入においては、継続購入年度の４月から10

月中旬に「認定状況に関する申出書」の提出が必要となりますので、ご注意く
ださい。なお、上乗せ利率等の詳細情報は、別添チラシをご覧ください。
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認定すまい・る債の特長①１

����年４月から、地方公共団体が定める基準を満たすマンションに対し、
地方公共団体が認定する「管理計画認定制度」が始まりました。
認定すまい・る債は、管理計画認定を受けたマンションの管理組合さま

がマンションすまい・る債を購入する場合に、利率を上乗せする債券です。

認定すまい・る債とは？

認定すまい・る債に応募するマンション管理組合の要件

管理規約が定められていること

長期修繕計画の計画期間が��年以上であること

反社会的勢力と関係がないこと
（反社会的勢力と関係があるマンション管理組合はマンションすまい・る
債を利用できません。）

「��年以上」という期間は、長期修繕計画を作成した時点からの期間で、応募を行
う時点からの期間ではありません。応募日現在、計画期間内であることを確認してく
ださい。

要件１

要件２

要件３

機構融資を利用し、共用部分の修繕工事を行うことを予定して
いるマンション管理組合であること
（結果的に、機構融資を受けずに共用部分の修繕工事を行うこ
とになっても違約金などは発生しません。）

要件４

管理計画認定を受けていること要件５
応募時点で「マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成��年法律第���

号）」に定める管理計画を作成し、都道府県等の長の認定を受けていることが必要で
す。応募日現在、有効な「認定通知書（写）」をご提出いただく必要があります。
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特有の要件

総会の決議をマンションすまい・る債の応募要件とはしていません。ただし、修繕積立金の運
用方法が管理規約で総会決定事項とされている場合がありますので、管理規約をご確認の上、ご
判断ください。

ご
注
意
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認定すまい・る債の特長②１

必要書類

必要書類 提出時期 備考

新規
応募 認定通知書（写）

応募時
（４月から 月中旬ま
で）
※他の応募書類と併せ
て提出

地方公共団体が発行し、公印のあ
る認定通知書（写）が必要となり
ます。なお、認定通知書の発行に
は時間を要する場合があります。
詳細は地方公共団体にお問合せく
ださい。

継続
購入

認定状況に関する
申出書

継続購入年度の
４月から 月中旬まで

認定すまい・る債の継続購入の際
には、継続購入の都度、購入年度
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機構から４月に送付する「認定状
況に関する申出書」を 月中旬
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意
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●通常のマンションすまい・る債と認定すまい・る債を同時に応募するこ
とはできません。
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常のマンションすまい・る債の利率は上乗せされません。認定すまい・
る債の購入をご希望の場合は、新規の応募手続が必要となります。
●認定すまい・る債の購入後に、認定が取り消されたり、認定の有効期間
が満了した場合でも、既に購入した認定すまい・る債の利率は変更され
ません。
●管理計画認定制度の利用には、マンションの所在地の地方公共団体がマ
ンション管理適正化推進計画を作成している必要があります。詳しくは
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認定すまい・る債をご利用の場合、通常のマンションすまい・る債の必要書
類（２章及び３章参照）に加えて、次の書類が必要となります。
また、認定すまい・る債の継続購入においては、継続購入年度の４月から10
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認定すまい・る債の特長③１

マンション管理組合さまのご負担となる費用

認定すまい・る債をご利用の際は、通常のマンションすまい・る債の場合に
必要となる諸費用（８章参照）に加えて、次の費用が必要となります。

時期 項目

認定取得時 管理計画認定の申請に係る費用

認定更新時 管理計画認定の更新に係る費用

認定状況に関する
申出書提出時 申出に必要な書類の作成費及び郵送費

送付先指定の対象書類

認定すまい・る債をご利用の場合の送付先指定の対象となる書類は、通常の
マンションすまい・る債の場合（２章参照）に加えて、次の書類が対象となり
ます。

書類名 内容 送付時期 送付元

認定状況に関する
申出書

管理計画認定が取り消されていないことを確
認するために、機構にご提出いただく書類 毎年４月 機構

認定すまい・る債のご利用にあたっては、通常の
マンションすまい・る債とのお手続の違いにご注意
ください。

６
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認定すまい・る債のよくある質問
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認定すまい・る債の特長③１

マンション管理組合さまのご負担となる費用
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認定すまい・る債をご利用の場合の送付先指定の対象となる書類は、通常の
マンションすまい・る債の場合（２章参照）に加えて、次の書類が対象となり
ます。
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認定状況に関する
申出書
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認定すまい・る債のご利用にあたっては、通常の
マンションすまい・る債とのお手続の違いにご注意
ください。
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地方公共団体＊ が基準に適合するマンションを認定する
制度です。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に

伴い、 年４月から開始されました。

︖

マンション管理の適正化を推進
① 管理組合が適切に運営されていること
② 修繕積立金の滞納額が一定以下であること
③ 長期修繕計画作成ガイドライン（標準様式）に準拠し

た長期修繕計画であること、計画期間全体で算出され
た修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

④ 地方公共団体＊ の管理適正化指針＊ に照らして適切
なものであること

５年間（５年毎に更新申請を行う）
管理計画を定期的に見直すことで、マンション管理を適
正化する。
→  機構では認定すまい・る債の他にも、融資金利の引下
げ等の制度をご用意しています。

各地方公共団体＊ において、順次、マンション管理適正化推進計画が作成
されています。
お住まいのマンションの所在地の地方公共団体＊ が計画を作成しているか

どうか及び作成している場合の計画の内容については、都道府県等の各地方
公共団体＊ のホームページ等をご確認ください。

市の区域内にあっては当該市、東京 区の区域内にあっては当該区、町村の区域内にあっては
都道府県をいいます。
マンション管理適正化推進計画において、地方公共団体（＊１）が策定する指針をいいます。
当該指針では、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（令和３年国土交
通省告示第 号）で定められた国の指針に加え、地方公共団体（＊１）は地域性をふまえた
独自の指針を定めることが可能です。

＊１

＊２
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